取扱登録店舗の業務について
　
雲仙市にこにこ赤ちゃん券の取扱店に指定された事業所は、にこにこ赤ちゃん券の請求について、以下の手続きを行うこととする。


【にこにこ赤ちゃん券の請求手続】
○請求先　　　　雲仙市千々石町戊582番地　雲仙市福祉事務所　子ども支援課
　　　*請求書等の提出は、各総合支所、雲仙市役所　総合窓口課も提出可。
*宛名は　「雲仙市長　金澤　秀三郎」です。

○請求の方法　取扱店は、毎月初日から末日までに受領したにこにこ赤ちゃん券を取りまとめの上、「雲仙市にこにこ赤ちゃん券換金請求書」(様式第８号)ににこにこ赤ちゃん券を添えて、翌月１０ 日までに提出する。

○支払の方法　市は、取扱店から請求書の提出があった時は、内容を審査し、代金を取扱店の
口座へ振込む。

○注意事項
（１）にこにこ赤ちゃん券裏面に登録店舗名を記入すること。
（２）にこにこ赤ちゃん券裏面に保護者本人の署名があること。
（３）にこにこ赤ちゃん券の有効期限に注意すること。有効期限が過ぎている場合は使用できないため、雲仙市へ請求できません。
（４）１回あたりの利用枚数に制限はありません。ただし、購入額がにこにこ赤ちゃん券の合計を下回った場合でも、差額の払い戻しはありません。
 　　 （５）「雲仙市にこにこ赤ちゃん券」であること。(他市のものは利用不可)
（６）偽造されたものと判別できる場合は、にこにこ赤ちゃん券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに警察に通報し、また、その旨を雲仙市子ども支援課（℡36-2500）に報告してください。

	【問い合わせ先】
雲仙市健康福祉部　子ども支援課　子育て支援班
（福祉事務所／千々石庁舎内）
℡　０９５７－３６－２５００　　　担当　福田
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